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回 答 書 

   

環境政策推進事業 第３次瀬戸内市環境基本計画策定業務について、 

以下のとおり回答いたします。 

NO 質問項目 質問内容 回答 

1 

実施要領  

４.参加資格 

入札参加資格者名簿に登録していない

場合の提出書類のうち、①法人登記簿、

⑤納税証明書について、写しでもよろし

いでしょうか。 

問題ありません。 

2 

実施要領  

４．参加者資格 

業務の一部を再委託する際の条件をご

教示ください。(例)業務実施計画書に会

社概要と再委託の旨を明記し承認を得

ることなど。 

再委託は対応していません。 

3 

実施要領 

９.企画提案書等の

提出 

企画提案書には組織名を記載しても問

題ないでしょうか。 

問題ありません。 

4 

実施要領 

管理技術者及び主

担当技術者 

管理技術者及び主担当技術者は、兼務出

来ず各々の技術者は、原則変更できない

認識で問題ないでしょうか。 

問題ありません。ただし、やむを得ない

事案が発生した場合には、発注者と協議

を行います。 

5 

実施要領  

９．２）企画提案書

様式・制限枚数 

様式自由（両面から 20頁以内）の企画提

案書についてのみ、A4版「横」で作成し

てもよろしいでしょうか 

問題ありません。 

6 

実施要領 

１０．１）審査の方

法 

提案者が多数となった場合の書類審査

について、審査項目と配点をご教示くだ

さい。また、書類審査の評価点数は、提

案者に開示いただけますでしょうか。 

書類審査での審査項目と配点について

は公表していません。また、評価点数に

ついても提案者には伝えていません。 

7 

実施要領 

１０．２）プレゼン

テーション及びヒ

アリング 

企画提案書の範囲内の内容で、概要を分

かりやすく整理したパワーポイントを

新たに作成し、それをスクリーンに投影

して、プレゼンテーションを行なっても

問題ないでしょうか。 

問題ありません。 

8 

仕様書  

第１９条市民・事業

者の意識調査 

返送に係る封筒は、料金受取人払いを利

用することを想定し、所定の記載事項を

あらかじめ印刷するため、封筒準備及び

印刷を受託者側で行ってもよろしいで

しょうか。 

問題ありません。 
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9 

仕様書  

第１９条市民・事業

者の意識調査 

市民向けアンケート、事業者アンケート

について、郵送調査を基本とされていま

すが、回収率向上や分析の充実を目的と

して、オンライン調査（web アンケート）

を組み合わせる手法を提案することは

可能でしょうか。 

可能です。 

なお、「3」については独自性を評価する

項目であり、アンケートを有効活用する

方法やワークショップ等、独自性を盛り

込んだ具体的な提案を期待しています。 

10 

仕様書  

第１９条市民・事業

者の意識調査 

封筒のサイズについてご教示ください。 角２サイズ(縦 320㎜×横 240 ㎜)を想定

しています。 

11 

仕様書  

第１９条市民・事業

者の意識調査 

市民向けアンケートの回収率はどの程

度を想定されていますでしょうか。 

40～50％を想定しています。 

12 

仕様書  

第１９条市民・事業

者の意識調査 

アンケート用紙の枚数等について想定

はありますでしょうか。 

枚数についての想定はしていませんが、

アンケート用紙と返信用封筒(角２サイ

ズ)を入れ、100ｇ以内となることを想定

しています。 

13 

仕様書 

第２１条新たに環

境に関する基本理

念と基本方針の検

討 

環境審議会の資料（計画の進捗状況等）

をご恵与いただくことは可能でしょう

か。 

契約後にお渡しする予定です。 

14 

仕様書 

第２３条計画の推

進と遂行管理 

環境拡大会議について、開催予定はあり

ますか、あれば会議開催時期についてお

およそのスケジュール案をご教示くだ

さい。 

環境拡大会議は名称を「ゼロカーボン推

進本部」に変更し、組織横断的な会議を

定期的に開催しています。今年度につい

ては既に開催しており、追加で開催する

予定はありません。 

15 

仕様書 

第２５条パブリッ

クコメント実施支

援 

 

パブリックコメントの実施時期や期間

について想定されていますでしょうか。

また、パグリックコメント用の素案の提

出時期は、いつ頃を想定されていますで

しょうか。 

パブリックコメントの実施時期や期間

については令和 9 年 1〜2 月を予定して

います。また、素案の提出時期は実施時

期を踏まえたスケジュールで進めます。 

16 

仕様書  

第２７条環境審議

会の開催支援(３

回) 

審議会 3回の時期は、いつ頃を想定され

ていますでしょうか。 

令和 8 年 11 月、令和 9 年 1 月、および

令和 9年 3月を予定しています。 
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17 

仕様書 

第２８条 打合せ協

議 

打ち合わせ協議にウェブ会議を活用す

ることは可能でしょうか。 

可能です。 

18 

様式８ 

同種業務実績調書 

 

同種業務実績調書（様式８）に記載する

実績は、過去〇年以内といった記載がな

いので、これまで受注してきた全てとい

った認識で問題ないでしょうか。 

また、環境関連計画とは提案社の解釈で

考え、記載しても問題ないでしょうか。 

問題ありません。 

解釈についてもその認識で問題ありま

せん。 

 

令和８年５月２２日 

回答者 

瀬戸内市環境部 生活環境課 


